
江府町告示第42号

平成26年６月５日

江府町長 竹 内 敏 朗

第４回江府町議会定例会を下記のとおり招集する。

記

１、期 日 平成26年６月11日

２、場 所 江府町役場議場

○開会日に応招した議員

三 好 晋 也 三 輪 英 男 川 上 富 夫

上 原 二 郎 越 峠 惠美子 長 岡 邦 一

田 中 幹 啓 川 端 雄 勇 森 田 智

○６月12日に応招した議員

竹 茂 幹 根

○応招しなかった議員

な し
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第４回 江 府 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第１日）

平成26年６月11日（水曜日）

議事日程

平成26年６月11日 午前10時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 報告第１号 平成25年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書について

日程第５ 報告第２号 平成25年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計

算書について

日程第６ 報告第３号 平成25年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰

越計算書について

日程第７ 議案第63号 専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例）

日程第８ 議案第64号 専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例）

日程第９ 議案第65号 江府町税条例の一部改正について

日程第10 議案第66号 江府町職員の給与の特例に関する条例の一部改正について

日程第11 議案第67号 町道路線の認定について

日程第12 議案第68号 平成26年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第２号）

日程第13 議案第69号 平成26年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正

予算（第１号）

日程第14 議案第70号 平成26年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補正

予算（第１号）

日程第15 議案第71号 平成26年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）

補正予算（第１号）

日程第16 議案第72号 平成26年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第17 議案第73号 平成26年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第
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１号）

日程第18 議案第74号 平成26年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）

日程第19 議案第75号 平成26年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第１号）

日程第20 陳情書の処理について

出席議員（10名）

１番 三 好 晋 也 ３番 三 輪 英 男 ４番 川 上 富 夫

５番 上 原 二 郎 ６番 越 峠 惠美子 ７番 長 岡 邦 一

８番 田 中 幹 啓 ９番 川 端 雄 勇 10番 森 田 智

欠席議員（１名）

２番 竹 茂 幹 根

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

事務局長 加 藤 泉

説明のため出席した者の職氏名

町長 竹 内 敏 朗 副町長 白 石 祐 治

教育長 加 藤 泰 巨 総務課長 瀬 島 明 正

総務課長参事 奥 田 慎 也 企画財政課長 池 田 健 一

住民課長 山 川 浩 市 福祉保健課長 川 上 良 文

農林課長 下 垣 吉 正 奥大山まちづくり推進課長 矢 下 慎 二

奥大山スキー場管理課長 川 上 豊 建設課長 梅 林 茂 樹

会計管理者 森 田 哲 也 教育振興課長 篠 田 寛 子

社会教育課長 石 原 由美子
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午前１０時００分開会

○議長（川上 富夫君） おはようございます。本日の欠席通告は竹茂議員の１名ですが、定足数

に達しております。

これより、平成２６年第４回江府町議会定例会を開会いたします。

本日の議事日程は、配布のとおりであります。

地方自治法第１２１条の規定により、今期定例会に出席を求めた者は、お手元に配布した報告

書のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（川上 富夫君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第１２５条の規定により、議長において、８番、田中幹啓議員、９番、川端雄勇議員の両名

を指名いたします。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（川上 富夫君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

過般、議会運営委員会が開かれ審議された結果、議会運営委員長からお手元に配布のとおり答

申を受けたので、お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日より６月１６日までの６日間と

いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって、会期は６日間と決定いたしました。

⋞ ⋞

日程第３ 諸般の報告

○議長（川上 富夫君） 日程第３、諸般の報告を行います。初めに、議長報告を行います。３月

議会以降の議会活動並びに会議規則第１２０条ただし書の規定による議員の派遣については、お

手元に配布しました議会活動報告及び議員派遣の報告のとおりであり、説明を省略しご覧いただ

くことでご了承願います。

また、監査委員から各月の例月出納検査の結果報告書が、議長の手元に提出されております。

詳細については、事務局の方でご覧願います。

続いて、町長報告を行います。町長からの報告事項がありましたら、この際報告をしていただ
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きます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） ３月定例議会以降の行政報告につきましては、お手元に各課別行政報告

をお配りいたしておりますが、主な事業につきましてのみこの場ではご報告させて頂きます。

先ず、１ページでございますが平成２６年度４月２４日に年度事業が始まりましたので、各集

落の区長さんにお集まりいただきまして、区長会を開催し、本年度の町の予算状況、財政状況そ

して施策についてご説明をし、ご協力また一緒に活性化を図っていくためのお願いを申し上げた

ところでございます。また近年区長会では、それぞれ集落においての課題がございますので、そ

れぞれ個別相談会も実施し、各集落のご相談を受けたところでございます。

下の方になりますが防災関係でございますが、梅雨時期に入りまして、平成２６年度の鳥取県

の水防訓練が５月２５日、日野川右岸河川敷で実施されまして参加をいたしたところでございま

す。

おはぐりいただきまして、企画関係でございますが、鳥取県西部地域振興協議会、これは米子

市、境港市それと７町村西部全域が一体となって会をおこなっているものでございますが、ʱ～

ʶまで主だったものについて総会をし、本年度の要望事項活動をしていこうといたしたところで

ございます。なお、国への要望については、今のところ７月８日か１０日に行こうと考えておる

ところでございます。米子道（米子ICから蒜山IC）の４車線化ですが、長年要望しておりますが、

なかなか見通しが立たないということで、期成会を、昔あったようでございますが、再度立ち上

げてきちんとした形で要望活動を実施していこうということで、期成会が立ち上がるということ

でございます。

次に鳥取⋞岡山県境連携推進協議会。岡山県と県境を接する町村が鳥取県と岡山県で組織して

いるわけでございますが、本年度の総会が５月２２日に津山市が今、会長さんでございますので、

津山市で開催されたところでございます。これも県境を取り巻く国道４８２号なりいろいろな施

策について協議要望をしていこうと思っているところでございます。

３ページです。納税組合長さんには納税の集金とかお世話になっておりますが、改めてお願い

の機会をもったところでございます。

町税の賦課状況でございます。４月に軽自動車の納付書を送付いたしました。１，０１０万円

程度の賦課をいたしたところでございます。５月には町県民税約１億６７０万円程度の賦課を行

ったところでございます。同じく５月に固定資産税を賦課しておりますが、６億５，２５０万円
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の賦課を行ったところでございます。

次に４ページ、保健関係でございますが、江府町の健康づくりで注目されておりますのが、ウ

エルビクスということでございます。江府町ウエルビクスクラブ総会でございまして、これはゴ

ムバンドを使って、鳥大と名古屋大学等々連携しながら各家庭、会社などで気軽に運動が出来る

ということでございます。また、健康推進委員会も開催されました。特に健康づくりまた健診と

いうことで、健診率を上げていこうということで、特に健康推進委員さんのご尽力が必要でござ

いますので、お願いを申し上げたところでございます。その他それぞれ、総会等また医大との連

携なり、日野郡の医療関係の連携、福祉の連携等、図ってきたところでございます。

５ページ、福祉関係で伸びのびトークIN江府町の開催が５月１３日にありました。平井伸治鳥

取県知事をお迎えしまして、伸びのびトークを実施したところでございます。これの趣旨は、保

育料の軽減、無償化の対象地域として鳥取県では若狭町、智頭町、江府町、日南町というところ

が県のモデルになっておりまして、県の後押しをいただく訳でございます。そういうことで子育

てについての意見交換ということで、新装になりました中学校の多目的ホールを利用いたしまし

て、知事にも中学校を見ていただこうという趣旨で開催いたし、充実した意見交換の場となった

ところでございます。その他、各種福祉関係の団体の総会は、実施されてきたところでございま

す。

６ページでございます。地域振興。地域おこし協力隊に６名お越しいただいているわけでござ

いますが、４月は研修ということで、それぞれ江府町を知っていただくということであいきょう、

みちくさ、宮市法人、保育園等で現場実習をしていただいております。また５月にはミッション

確認ということで、学校等に参加、また各種行事、農作業等の実践ということで参加いただきま

した。また全国の中央研修もございましたので、５月２６日から２８日の間、中央研修に出かけ

ていただいたところでございます。

次に来年４月オープン予定の「道の駅」関係でございます。建物設計監理の入札を５月２７日

に実施いたしまして、安達建築設計事務所のほうと業者決定がなされているところでございます。

経営組織等プラン策定会議を４月から６月上旬にかけまして、整理整頓、議論いたしているとこ

ろでございます。また「道の駅」は年２回登録の申請を受け付けて、認定されるかどうかでござ

いますが、１点が８月、また来年２月となっておりますが来年４月オープンですと８月申請をき

ちんとして認定を受けるということがございますので、登録申請事前協議に６月１９日、国交省

中国地方整備局の方に職員が出かけるようにいたしております。それから申請予備審査が７月上

旬に行われます。また道の駅の登録審査が８月下旬、これは鳥取県幹線道路協議会ということで、

－６－



最終的な申請をし、議論をいただいて登録になるかどうか、登録になれば「道の駅」の看板がき

ちんといただけるということで、必ずやいただけるように準備を進めているところでございます。

次に移住定住でございますが、若者定住対策、事前に情報等提供してきたと思いますが、杉谷

集落に１家族４名おいでいただくということで、杉谷集落の方も気持ちよく受け入れをしていた

だけるということでございます。ただ、いま古民家ですので修繕しておりまして、時間がかかっ

ておるようでございます。７月中の完成予定ということで準備を進めておられますが、久連医師

住宅に仮入居中でございます。ご夫婦と子供さん２人。小学生２人でございます。その他掲げて

おりますので、ご覧いただきたいと思いますが、主だったものでいきますと８ページに烏ヶ山登

山道調査ということで、新聞等にも発表になりましたが、実は平成１２年の西部地震の時に頂上

付近に大きな岩の浮石があり、危険だということで大山遭難防止協会と江府町で登山禁止という

看板を掲げておりました。法的根拠はなかったんですが、たくさんの方が登られる、また愛好さ

れる烏ヶ山登山でございますので、危ないことはあってはいけないということで禁止看板を出し

ておりましたが、あれ以来十数年経って参りましたので、その間にも結構登っておられるようで

すが確認しながらこの看板設置を整理整頓しないといけないだろうと、鳥取県山岳協会、八橋警

察署、鳥取森林管理署、環境省、西部総合事務所日野センター、大山町、休暇村奥大山等が一緒

になって登山をしながら登るルートの確認をしたところでございます。総体的には安全であろう

ということが確認されました。一応キャンプ場の前から登るルート、関金に越えるほうに登った

り降りたりするルート、それから鳥越峠、大山側に行くルート、一応これは全部調査をいただき

まして、ただあくまでも個人の責任において対応いただくということで、看板は注意看板に変え

て、あくまでも個人の責任において登山をして下さいという注意看板に変えるという結論を受け

ております。今後、準備ができ次第対応して参りたいと思っております。あくまでも江府町が設

置ということではございませんので、みんなが自分の責任で登って楽しんでいただくということ

です。休暇村奥大山に韓国のお客さんが結構泊まられて、烏ヶ山登山をしておられるように誘客

にも繋がっている点があるようです。

次に９ページでございます。農業振興関係ですが、鳥獣被害が大変多いということから、日野

郡３町連携⋞農業分野部会で「日野郡鳥獣被害対策協議会」を立ち上げようということで、日南

増原町長が会長として立ち上がりました。地域おこし協力隊を含め、今４名のチーフが各町から

１名ずつ参加して日野センターを事務局に対応しております。現状把握やいろいろ技量の技術、

習得等やってます。江府町からは久連の高野君が江府町の選抜と言いますか、そういう形で江府

町の代表として参加しておるところでございます。下の方に下がりまして、日本型直接支払制度
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の多面的機能支払制度説明会の開催。農業関係は補助制度が大きく変わって参りましたので、説

明会を開催し、農事組合長並びに区長さんをはじめ、農林課のほうでそれぞれの制度について文

章等ではだいぶ流してますけど、口頭で説明会を開催いたしておるところでございます。当然、

この制度を入れますと、町が４分の１なり負担が出るわけですけど、やはり多面的機能、従前出

役等で草刈り、今ちょうど草刈りの時期だと思いますが、頑張っておられますので財政的な部分

で集落活動に活躍出来たり環境整備が出来たり、いろいろな形で活性化につながっていくものと

思いますので、町としても対応をしっかりしていきたい。まだ補助制度が始まったばかりですの

で説明会等実施しているところでございます。

次に教育関係でございます。小⋞中学校それぞれ修学旅行に出掛けたり、また５月２４日には

江府小学校の運動会が開催されたところでございます。また保育園の新入園児１１名ということ

で、入園式が挙行されたところでございます。

また最後のページですが、文化協会なり実行委員会でひな祭りコレクション等開催されました。

今度こいのぼりの時期には、こいのぼりを掲げていただいたようでございます。多くの客も迎え

たようでございます。大変元気を出していただいて喜んでいるところでございます。あとスポー

ツ関係。職域⋞グループ対抗レクリエーション等実施しております。

また人権⋞同和教育推進協議会の総会並びに研修会も５月２３日に実施していただきまして、

多数ご参加いただきました。有難うございました。人権⋞同和教育推進協議会におきましても、

年次計画で実施しておるところでございます。なおご承知と思いますが、江府中学校職員が出勤

途上、交通事故に遭いました。そのことにつきましては、教育長のほうから報告させますのでお

聞き取り願いたいと思います。

○教育長（加藤 泰巨君） 失礼します。先ほど町長からありましたように江府中学校英語指導助

手いわゆるＡＬＴと言いますけども、カーニービッティンガー、女性でございますが、５月２１

日８時前でしたけども江尾の上町から国道に出ます押しボタン式の横断歩道の所でございます。

信号が青になって出ましたところ、町内の方でございますけども下方面から上に向かって軽乗用

車が入ってきました。信号無視ということになりますでしょうか。それで撥ねられ、急きょ労災

病院に運ばれて診断を受けましたところ、右手が２カ所骨折、右足が１カ所骨折というふうなこ

とでございました。これについては相手方と農協が入って、保険で全部見るという対応でまいっ

ております。最新情報で言いますと、今朝方の情報ですが今週には退院できるということで、退

院した後はまだ半年の通院が必要でございます。週１回なり２回なり、なるのかなと考えており

ますが、退院した後は江尾ではなくてフィアンセが赤崎中学校で同じく英語指導助手をしており
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ますので、そちらの方に移るいということでございまして、しばらくの間、江府中学校で英語指

導はできませんがその間は普段の英語指導の教員がすべてをみるという体制でおるところでござ

います。なお、そういった通院等が終わってから今後また何らかの保障が必要になるのかなとい

うことですが、通院がすべて終わらないとそういう保障も具体的に動ないという状況でございま

す。一番どうかなと思いますのは、心配事でありますのは、後遺症が残った場合にはどうなるの

かなという疑念が残りますが、加害者側の個人情報もありますのであまり詳しいことは言えませ

んので、同じ町内の方でございましたので、以上で報告終わらせていただきます。

○議長（川上 富夫君） ただ今の報告について、何かご質問があればお受けいたします。

はい、川端議員。

○議員（９番 川端 雄勇君） 先ほどの英語助手の事故のことで、損害賠償のことですが、農協

の保険で対応するという話があったですが、今後の後遺症の問題も出てくると思いますが、江府

町の臨時職員ですが、臨時職員となれば町のほうにも責任が及んでくるのではないかなと思いま

すが、その辺はどうですか。

○議長（川上 富夫君） いかがですか。

○町長（竹内 敏朗君） 総務課長、どげになっとうかいなあ。

○議長（川上 富夫君） 総務課長。

○総務課長（瀬島 明正君） 失礼いたします。事故の責任につきましては、１０：０ということ

で、加害者がすべて責任を負われるということになっております。町といたしましては、通勤途

上の事故でございますので公務災害ということになりますが、今後の給与等につきましては本人

さんの生活に支障がないようさせていただきたいと思っております。その後に保険の方に請求す

るという形になってくると思います。

○議員（９番 川端 雄勇君） まあ、今のところはいいわ。

○議長（川上 富夫君） いかがでしょうか。

○議員（９番 川端 雄勇君） いいです。

○議長（川上 富夫君） 他にございますか。

ないので、日程第３、諸般の報告は終わります。

⋞ ⋞

日程第４ 報告第１号 から 日程第６ 報告第３号

○議長（川上 富夫君） 日程第４、報告第１号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越

明許費繰越計算書についてから日程第６、報告第３号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町農業集
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落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてまで、以上３件を一括議題とします。

町長から、報告をお願いします。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 本定例会に提出いたしております要旨の大要につきましてご説明申し上

げます。報告事項一括上程をいただきましたので、１号から３号まで提案説明させていただきま

す。

報告第１号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書について。

本報告は、平成２５年度において実施予定でありました「江府町地域介護⋞福祉空間整備等施

設整備補助金」また災害関連復旧事業等全１２件の事業、繰越額３億３１１万８千円を平成２６

年度で実施することといたしたものであります。

次に報告第２号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算

書について。本報告は、平成２５年度に実施予定でありました杉谷地区農業集落排水事業が繰り

越しとなり、水道補償費９４８万４千円を平成２６年度で実施することにいたしたものでありま

す。

次に報告第３号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について。

本報告は、平成２５年度において実施予定でありました杉谷地区農業集落排水事業繰越額１，

１９９万６千円を平成２６年度で実施することといたしたものであります。

以上、報告第１号から第３号までの３件の繰越計算書につきましては、地方自治法施行令第１

４６条第２項規定により議会に報告いたすものであります。なお、内容の詳細につきましては主

幹課長より説明いたさせますのでよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 次に、所管課長より、詳細説明を求めます。池田企画財政課長。

○企画財政課長（池田 健一君） 失礼いたします。報告第１号、平成２５年度鳥取県日野郡江府

町一般会計繰越計算書について説明いたします。１枚おはぐりいただき、繰越計算書をご覧くだ

さい。

繰り越しいたしました事業は、平成２５年度に実施予定でありました江府町地域介護⋞福祉空

間整備等施設整備補助金等全１２件の事業です。繰越限度額３億１，６８７万円の内、３億３１

１万８千円を２６年度に繰り越して事業を行うものです。以上のとおりです。よろしくお願いい

たします。
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○議長（川上 富夫君） 次に、梅林建設課長。

○建設課長（梅林 茂樹君） 失礼します。議案書をご覧下さい。報告第２号、平成２５年度鳥取

県日野郡江府町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書についてご説明申し上げます。

１枚おはぐりいただきまして、平成２５年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書。

款１０水道事業費、項５水道施設整備費、事業名杉谷地区農業集落排水事業が繰り越しになり

ますので水道の補償費９４８万４千円でございますが、年度内に事業完了できなく平成２６年度

に繰越すものでございます。

続きまして報告第３号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰越明許

費繰越計算書についてご説明申し上げます。

１枚おはぐりいただきまして、平成２５年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰

越明許費繰越計算書。

款１０農業集落排水事業費、項５農業集落排水施設整備費、事業名、杉谷地区農業集落排水事

業の事業費１，１９９万６千円全額を年度内に事業完了ができなく平成２６年度に繰越すもので

ございます。以上ご報告申し上げます。よろしくお願いします。

○議長（川上 富夫君） 以上、詳細説明が終了いたしました。

日程第４、報告第１号から日程第６、報告第３号まで以上３件は、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により報告のみでありますが、この際質疑があれば行います。

先ず、報告第１号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町一般会計繰越明許費繰越計算書について。

質疑があれば行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので質疑を終結します。

続いて、報告第２号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越

計算書について。

質疑があれば行います。

〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので質疑を終結します。

続いて、報告第３号、平成２５年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計繰越明許費

繰越計算書について。

質疑があれば行います。
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〔「進行」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ないので質疑を終結します。

以上、３件の報告は終了いたします。

⋞ ⋞

日程第７ 議案第６３号 から 日程第１９ 議案第７５号

○議長（川上 富夫君） 日程第７、議案第６３号、専決処分した事項の承認について（江府町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例）から日程第１９、議案第７５号、平成２６年度鳥取県

日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）まで以上１３議案を一括

議題とします。

町長から提案理由の説明を求めます。

○町長（竹内 敏朗君） 議長。

○議長（川上 富夫君） 竹内町長。

○町長（竹内 敏朗君） 議長のほうから一括上程いただきました。議案第６３号から議案第６４

号までの２議案につきましては専決処分した事項でございます。緊急を要し、議会を召集する時

間的余裕がないため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同

条第３項の規定により、議会に報告いたします。

議案第６３号、専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例）。本案は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が平成２６年４月１日から施行

されたことに伴い、江府町国民健康保険税条例の所要の改正をいたしたものであります。

議案第６４号、専決処分した事項の承認について（江府町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例）。本案は、平成２６年度国民健康保険税の税額決定にあたり、江府町国民健康保険運営

協議会に上程し、ご承認を得ましたので所要の改正をいたすものであります。

議案第６５号、江府町税条例の一部改正について。本案は、地方税法の一部を改正する法律等

が改正されたことに伴い、江府町税条例の町民税、固定資産税及び軽自動車税の規定の一部を改

正いたしたく、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を得たく提案いたす

ものであります。

議案第６６号、江府町職員の給与の特例に関する条例の一部改正について。本案は、本年３月

に確定いたしました奥大山スキー場雪崩事故の判決の対応として、行政職５級、６級並びに医療

職２級の管理職職員の給料を７月から９月までの３か月間、３パーセント削減し、遺族補償費等

の財源といたすものです。地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議決を得たく
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提案いたすものであります。

議案第６７号、町道路線の認定について。本案は、鳥取県と協定を結んでおります、一般国道

１８１号（江府道路）道路改築事業に関連する町道洲河崎下安井線橋りょう新設工事及び取付道

路工事の完了にともない新たに町道下安井大橋線とし地域利用の促進を図りたく、道路法第８条

第２項の規定により議会の議決を得たく提案いたすものであります。

議案第６８号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町一般会計補正予算（第２号）。

本案は、平成２６年度鳥取県日野郡江府町一般会計予算の総額にそれぞれ３，２３３万７千円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３６億６，２５３万９千円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳出につきましては、議会費１千円の増額、総務費３７６万６千

円の増額、民生費８８９万８千円の減額、衛生費４３６万円の増額、労働費９００万円の増額、

農林水産業費４９２万９千円の増額、土木費７１万７千円の増額、消防費２１２万５千円の増額、

教育費１，３４２万２千円の増額、災害復旧費３１５万８千円の増額、予備費２４万３千円の減

額といたしました。これに伴う歳入につきましては、分担金及び負担金１１万６千円の増額、使

用料及び手数料３万２千円の増額、国庫支出金１，４３１万６千円の減額、県支出金２３４万２

千円の増額、財産収入６２万７千円の増額、繰入金２４１万１千円の増額、繰越金１，９００万

円の増額、諸収入３６２万５千円の増額、町債１，８５０万円の増額。以上により補正予算を編

成いたしました。

議案第６９号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算

（第１号）。

本案は、既定の予算総額３億７，３５１万４千円内での組み替えを行うものであります。

歳出におきまして補正いたします主な内容は、一般被保険者高額療養費と退職被保険者等高額

療養費を額の決定により１４３万９千円の組み替えを行い、特別対策費の社会保険料２千円の増

額を行うものであります。また予備費２千円を減額し、調整を行っております。

議案第７０号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘定）補正予算

（第１号）。

本案は、既定の予算総額２億５，３２３万４千円内での組み替えをいたすものであります。

歳出におきまして補正いたします主な内容は、総務費の一般管理費を２９万９千円減額するも

ので、４月の人事異動及び管理職の人件費カットによる給料等の減額であります。またこれに伴

い、予備費を２９万９千円増額し、調整するものであります。

議案第７１号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業勘定）補正
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予算（第１号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１千円を追加し、予算総額を５億６，９５３万７

千円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳入においては、安心ホットライン

設置手数料を１千円増額、歳出においては地域包括支援センター人件費の共済費を９千円増額し、

予備費で調整いたすものであります。

議案第７２号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町索道事業特別会計補正予算（第１号）。

本案は、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１５０万円を追加し、予算総額を８，５３３万

５千円といたすものであります。

補正いたします主な内容は、歳入につきましては寄附金１５０万円を追加するものであります。

歳出につきましては、予備費に１５０万円を充当いたすものであります。

議案第７３号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ２５２万円を追加し、歳入歳出予算の総額を９，

９１０万９千円といたすものであります。補正いたします主な内容は、歳入につきましては雑入

（江府道路移転補償費）２１３万円の増額。歳出につきましては、設計委託料（江府道路移転補

償費）２４５万２千円を増額いたすものであります。

議案第７４号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）。

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０万７千円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ１億３，８１６万１千円といたすものであります。補正いたします主な内容は、

歳入につきましては、繰越金１５３万４千円の増額。歳出につきましては、修繕工事請負費１５

０万円を増額いたすものであります。

議案第７５号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）。

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６万円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ７，６５５万８千円といたすものです。補正いたす主な内容は、歳入につきまして

は町債１０万円の増額。歳出につきましては、委託料１８万円の増額、予備費２万円を減額いた

すものであります。

以上、補正予算８議案につきまして、地方自治法第９６条第１項第２号の規定により議会の議

決を得たく提案いたすものであります。

なお、内容の詳細につきましては、主管課長より説明いたさせますのでお聞き取りの上、ご審
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議、ご承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

○議長（川上 富夫君） 日程に従い、議案第６３号から議案第７５号まで、順次、所管課長の詳

細説明を求めます。

山川課長。

○住民課長（山川 浩市君） 失礼いたします。議案第６３号、専決処分した事項の承認について

ご説明いたします。２枚おはぐり下さい。江府町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の新

旧対照表を付けておりますが、平成２６年度税制改正によりまして国民健康保険税の課税限度額

の見直し及び保険税の軽減の拡充によりまして、条例の整備をし、改正いたすものであります。

課税限度額の見直しにつきましては、条文の第２条第３項におきまして後期高齢者支援金等課税

額を従前より２万円引き上げまして限度額を１６万円に、同条の第４項において介護納付金課税

額を２万円引き上げまして１４万円といたすものであります。保険税軽減の拡充におきましては、

第１５条の１号と２号において、５割軽減世帯は所得判定基準に被保険者数に世帯主を含めるこ

ととし、２割軽減世帯は被保険者数に乗ずる金額を３５万円から４５万円に改正するものでござ

います。附則といたしましてこの条例は平成２６年４月１日から施行するものでございます。ご

審議、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

続きまして、議案第６４号、専決処分した事項の承認について、ご説明申し上げます。２枚お

はぐりいただきまして、江府町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の新旧対照表を付けて

おりますが、保険税が６月賦課でございます。６月１日に賦課基準を制定するために平成２６年

度の国庫税の算定において平成２９年度に県の方に移行実施がなされることとなっておりますの

で、それを視野にいたしまして年次計画の中で、緩やかに県試算の標準保険税に近づくように算

定をいたして、この度改正いたすものでございます。第６条から第７条につきましては、後期高

齢者支援金等の関係になります。第６条において、所得は１００分の２．００から１００分の２．

４０に、第７条において、資産割額を１００分の８．００から１００分の８．５０に、また均等

割額を７，０００円から７，４００円に、世帯別平等割額を６，０００円から６，４００円に、

特定世帯の平等割額を３，０００円から３，２００円に、特定継続世帯の平等割額を４，５００

円から４，８００円に改正いたすものでございます。第８条から第９条は、介護納付給付金の関

係になります。第８条におきまして所得割額を１００分の１．７５から１００分の２．００に、

１枚おはぐりいただきまして、第９条におきまして資産割額を１００分の８．００から１００分

の８．８０に、また均等割額を６，５００円から７，６００円に、世帯別平等割額を３，５００

円から４，６００円に改正いたすものでございます。おはぐりいただきまして、第１５条のウと
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エの規定は、高齢者支援金等の７割軽減世帯、オとカの規定は介護納付金の７割軽減世帯の金額

を改正し、同条の第２号のウとエの規定は後期高齢者支援金等の５割軽減世帯、またオとカの規

定は、介護納付金の５割軽減世帯の改正金額を規定しております。おはぐりいただきまして同条

第３号のウとエの規定は、後期高齢者支援金等の２割軽減世帯、またオとカの規定は介護納付金

の２割軽減世帯の改正金額を規定し改正いたすものでございます。附則といたしまして、この条

例は平成２６年６月１日から施行するものでございます。ご審議、ご承認賜りますようよろしく

お願いいたします。

続きまして、議案第６５号、江府町税条例の一部改正についてご説明申し上げます。

１枚おはぐりいただきまして、この条例は地方税法等の法律改正に併せて改正いたすもので、

主なものをご説明いたしたいと思います。

第３３条、第４８条及び第５２条は、法人税法において外国法人に関する規定が整備されたこ

とに伴い、一部改正いたすものでございます。第３４条の４法人税割の税率の改正についてでご

ざいますが、地方法人税の創設に対応して法人税割の標準税率が引き下げられることに伴います

規定の整備でございます。税率現行１００分の１２．３でありますのを１００分の９．７に改正

いたすものでございます。

続きまして、第５７条及び第５９条は固定資産税の非課税の適用を受けようとする者の法律改

正による条文の整備を致したものでございます。下部の第８２条は、平成２７年４月からの軽自

動車税の税率の引き上げに併せて新旧対照表のとおり改正いたすものです。それぞれの車種によ

って金額が異なっておりますが、１．２５から１．５という形になっております。附則といたし

まして、法律改正に併せます改正でございますが、１４ページをお開きいただきまして第１６条

軽自動車の関係でございますが、初めて車両番号の指定を受けてから１３年を経過した三輪以上

の軽自動車に対する賦課の規定を整備し改正いたすものでございます。１３年を経過すると現行

の軽自動車７，２００円が１２，９００円になるということでございます。今回の改正条文は公

布の日から施行するものでございますが、２１ページに記載しておりますʱからʶまでそれぞれ

該当の日が異なっております。それぞれの条文によって、平成２８年４月１日、２７年の４月１

日とかいろいろ適応の日が違っておりますが、この度一斉改正でございますので改正をいたすも

のでございます。ご審議、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 瀬島総務課長。

○総務課長（瀬島 明正君） はい。失礼いたします。議案第６６号、江府町職員の給与の特例に

関する条例の一部改正についてご説明いたします。１枚おはぐり下さいませ。一部改正条例をお
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付けしておりますが、本案は、本年３月に確定いたしました奥大山スキー場雪崩事故の判決の対

応としまして、職員の行政職５級、６級並びに医療職２級に相当します管理職の給料を本年７月

から９月までの３か月の間、３パーセント削減し、遺族補償等の財源といたすものでございます。

改正の内容でございますが、右側に改正前を挙げておりますが、こちらは昨年の国からの地方財

源の削減に伴い、８月から１月まで職員の給与を減額した時の規定でございます。これに対する

改正という形で左側に記載しております。

まず、第２条「江府町職員の給与の特例」でございますが、期間を「２５年８月１日から２６

年１月３１日まで」とありますのを、「平成２６年７月１日から平成２６年９月３０日まで」の

３か月間といたし、対象となる号給を「行政職の２級から６級」並びに「医療職」として一般職

も対象としていたものを、「行政職の５級から６級」並びに「医療職の２級」として、管理職を

対象といたすものであります。

また、給付率を「１００分の９７．２」から「１００分の９７」といたすものであります。次

に、第３条「期末手当等の額の特例」でございますが、こちらは減額した給料月額を期末手当等

に、反映する規程でございまして、第１項が時間外手当等、第２項が管理職手当、第３項が期末

勤勉手当を対象とする規定でございますが、該当となりませんのでこれらにつきましては削除い

たすものでございます。

附則といたしまして、施行日を平成２６年７月１日といたすものでございます。ご審議のうえ、

ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 梅林建設課長。

○総務課長（梅林 茂樹君） 失礼いたします。案第６７号町道路線の認定についてご説明申し上

げます。１枚おはぐりいただきまして、整理番号９８、新規、路線名、下安井大橋線、起点 江

府町大字武庫字豆ヶ原井手ノ上２，４５７番地先、終点 大字下安井字瀬戸井手ノ下タ５番地１

地先。

１枚おはぐりいただきまして図面をつけておりますのでご覧下さい。手前が国道１８１号でご

ざいます。鳥取県と協定を結んでおります一般国道１８１号道路改築事業に関する町道洲河崎下

安井線橋梁新設工事及び取付工事が９月には完成の目途が立ちましたので、提案いたすものであ

ります。

路線延長が暫定１２１．７ｍでございます。国道が開通いたしますと１０５．２ｍとなります。

地域利用の促進を図りたく、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を得たく提案いたす

ものであります。ご審議の上、ご承認たまわりますようよろしくお願いします。

－１７－



○議長（川上 富夫君） 池田企画財政課長。

○企画財政課長（池田 健一君） 失礼します。議案第６８号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町

一般会計補正予算（第２号）につきましてご説明いたします。本案は、既定の予算総額に歳入歳

出それぞれ３，２３３万７千円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ３６億６，２５３万９千円に

いたすものです。１枚おはぐりください。第１表歳入歳出予算補正についてご説明いたします。

歳入につきまして、主なものをご説明いたします。６０番分担金及び負担金、１１万６千円の増

額は、養護老人ホーム入所による利用者１名分の負担金です。７０番国庫支出金、１，４３１万

６千円の減額で、学校給食センター建設補助金の減などによるものでございます。７５番県支出

金、２３４万２千円の増額は、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金の増などによるもので

す。８０番財産収入、６２万７千円の増額は、「地域の元気臨時交付金基金」の預金利子です。

９０番繰入金、２４１万１千円の増額は、２５年度に積み立てました「地域の元気臨時交付金基

金」からの繰入によるものです。９５番繰越金、１，９００万円の増額としております。１００

番諸収入、３２２万５千円の増額は、農地中間管理事業委託金、消防団員退職手当３名分などで

す。１０５番町債につきましては１，８５０万円の増額で、給食センター改修事業債、児童福祉

施設改修事業債などです。

続きまして、１枚おはぐりいただき、歳出の主なものついてご説明いたします。１０番総務費、

３７６万６千円の増額で、旧明倫小学校校庭の借地の返還に伴う改修事業費の増、人事異動に伴

う人件費の増、地域おこし支援事業費の減などです。１５番民生費、８８９万８千円の減額で、

人事異動に伴う人件費の減、中山間地域生活支援システム実証事業の増、児童館修繕事業の増な

どです。

２０番衛生費、３７０万円の増額で、人事異動に伴う人件費の増です。２５番労働費、９００

万円の増額で、高齢者地域就業促進事業による増です。３０番農林水産業、４８９万６千円の増

額で、がんばる地域プラン支援事業、日本型直接支払交付金事業などによる増などです。４０番

土木費、７１万７千円の増額で、道路補修材料の増などです。４５番消防費、２１２万５千円の

増額で、消防団員退職報償費３名分などの増です。５０番教育費、１，３４２万２千円の増で、

集会所の修繕費の増、人事異動に伴う人件費の増によるものです。５５番災害復旧費、３１５万

８千円の増は、家屋等災害復旧費補助金の増となっております。

続きまして、１枚おはぐりいただいて４ページ第２表地方債補正をご覧ください。過疎対策事

業債限度額１，８５０万円増額いたしまして、総額３億１，３６０万円といたします。以下、事

項別明細書をつけておりますので、ご覧いただき、ご審議のうえ、ご承認いただきますようよろ
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しくお願いいたします。

○議長（川上 富夫君） 福祉保健課長、川上良文君。

○福祉保健課長（川上 良文君） 失礼します。議案第６９号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町

国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、既定の予算総額３億７，３５１万４千円での組み替えを行うものであります。

１枚おはぐりください。補正いたします内容は、歳入につきまして補正はありません。

もう１枚おはぐりいただきまして、歳出でございます。款５番総務費、項５番総務管理費を２

千円増額して６１９万２千円といたします。これは、社会保険料の増額によるものでございます。

また、款９０．予備費を２千円減額し１９万９千円と調整いたすものでございます。

以下、事項別明細書を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。

続きまして、議案第７０号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町国民健康保険特別会計（施設勘

定）補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、既定の予算総額２億５，３２３万４千円内での組み替えを行うものであります。

１枚おはぐりください。補正いたします内容は、歳入につきまして補正はありません。

もう１枚おはぐりいただきまして、歳出でございます。款５番総務費、項５番施設管理費を２

９万９千円減額して１億６，５２３万円といたすものです。これは、管理職の人件費削減また、

春の職員の配置転換に伴う減額でございます。そして、款９０．予備費を２９万９千円増額し２

２１万９千円と調整いたすものでございます。

以下、事項別明細書を添付しておりますので、ご覧いただきたいと思います。

続きまして議案第７１号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町介護保険事業特別会計（保険事業

勘定）補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を５億６，

９５３万７千円といたすものでございます。

１枚おはぐりください。補正いたします主な内容で、まず歳入でございますが、款１００番諸

収入、項１５番雑入を１千円増額して９万２千円といたすものであります。これは、緊急通報装

置更新設置手数料でございます。

１枚おはぐりいただきまして、歳出でございます。款２０番地域支援事業費、項１０番包括的

支援等事業費１万円増額して１，４６３万８千円といたすものでございます。これは、社会保険

料等共済費の増額によるものでございます。そして、款９０番予備費を９千円減額して２０４万

３千円とし調整いたすものでございます。
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以下、事項別明細書を添付しておりますので、ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願い

致します。

○議長（川上 富夫君） 奥大山スキー場管理課長、川上君。

○奥大山スキー場管理課長（川上 豊君） 失礼します。議案第７２号、平成２６年度鳥取県日野

郡江府町索道事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。

本案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ１５０万円を追加し、予算の総額を８，５３３万

５千円といたすものであります。１枚おはぐりいただきまして、第１表歳入歳出予算補正でござ

いますが、歳入につきましては款８５寄附金、項５寄附金１５０万円を増額補正し、歳入総額を

８，５３３万５千円といたすものであります。これは安全対策の寄付金であります。おはぐりい

ただきまして歳出につきましては、款９０予備費、項９０予備費でございますが、既定の予算額

に１５０万円を増額補正し、補正予算額を８，５３３万５千円といたすものであります。以下、

事項別明細書を添付しておりますので、ご審議の上ご承認賜りますようよろしくお願い致します。

○議長（川上 富夫君） 梅林建設課長。

○総務課長（梅林 茂樹君） 失礼いたします。議案第７３号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町

簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５２万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ９，９１０万９千円といたすものでございます。

１枚おはぐりいただきまして第１表歳入歳出予算補正ですが、補正いたす主な内容は、歳入に

つきまして、款９０繰入金、項５繰入金は３９万円を増額いたすもので補正後合計５，６５７万

７千円といたすものです。款１００諸収入、項５雑入２１３万円増額いたすもので補正後２１３

万１千円といたすものです。

１枚おはぐりいただきまして歳出につきまして、款５総務費、項５総務管理費６万８千円増額

いたし、補正後４，２８４万円といたすものです。つぎに、款１０水道事業費、項５水道施設整

備費２４５万２千円増額し５４８万７千円といたすものです。これは委託料の江府道路補償工事

に伴い２３０万１千円増額、吉原地区計画策定（労務単価改定）１５万１千円増額いたすもので

す。

以下事項別明細書をご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いします。

続きまして議案第７４号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）についてご説明申し上げます。

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０万７千円を追加し、歳入歳出予算
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の総額を歳入歳出それぞれ１億３，８１６万１千円といたすものでございます。

１枚おはぐりいただきまして第１表歳入歳出予算補正ですが、歳入については款９０繰入金、

項５繰入金７２万７千円減額、７，４３９万３千円とし、款９５、項５繰越金１５３万４千円の

増額といたすものであります。

１枚おはぐりいただきまして歳出につきまして、款５総務費、項５総務管理費において人事異

動により人件費の内給与３８万３千円、職員手当３０万６千円、共済費３万８千円、それぞれ減

額であります。役務費２万７千円、工事請負費１５０万円、公課費７千円をそれぞれ増額いたす

ものであります。

以下事項別明細書をご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認たまわりますようよろしくお願

いいたします。

続きまして議案第７５号、平成２６年度鳥取県日野郡江府町特定環境保全公共下水道事業特別

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。

本案は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６万円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７，６５５万８千円といたすものでございます。

１枚おはぐりいただきまし第１表、歳入歳出予算補正ですが、歳入については款７０国庫支出

金、項１国庫補助金６万円増額、１２６万円とし、款１０５、項５町債１０万円の増額とし、２，

２３０万円といたすものであります。

１枚おはぐりいただきまして歳出につきまして、款１０公共下水道事業費、項５公共下水道施

設整備費において委託料（労務単価改定）１８万円増額、合計で５７８万円といたすものであり

ます。款９０予備費、項９０予備費２万円を減額し、１８万円といたすものであります。

次ページ、第２表地方債補正ですが、過疎対策事業の限度額を５８０万円から補正後５９０万

円に増額し、２，２３０万円といたすものであります。

以下事項別明細書をご覧いただきまして、ご審議の上、ご承認たまわりますようよろしくお願

いいたします。

○議長（川上 富夫君） 以上、提案理由説明が終了いたしました。

⋞ ⋞

日程第２０ 陳情書の処理について

○議長（川上 富夫君） 日程第２０、陳情書の処理についてを議題といたします。

受理した陳情書は、お手元に配りました陳情文書表のとおりです。

おはかりいたします。陳情第２号、陳情第３号、陳情第８号の３件と、継続審査の陳情第１号
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は総務経済常任委員会に、陳情第４号、陳情第５号、陳情第６号、陳情第７号、陳情第９号、陳

情第１０号の６件は、教育民生常任委員会に付託し、会期中の審査とすることにご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川上 富夫君） ご異議なしと認めます。よって陳情１０件は、それぞれ所管の委員会に

付託することに決しました。会期中の審査をお願いします。

⋞ ⋞

○議長（川上 富夫君） 以上で、本日の議事日程は、全部終了しました。

これをもって、散会とします。どうもご苦労様でした。

午前１１時１５分散会
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